
令和６年度
ハイヤー・タクシー事業者における

労働災害防止対策

本荘労働基準監督署



本日のテーマ

1.秋田県内の労働災害発生状況について

2.交通労働災害の防止対策について

3.転倒災害の防止対策について
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秋田県における労働災害発生状況の推移
（平成３年～令和５年）
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転倒 402人 34%

墜落転落 165人 14%
動作の反動・無理な動作

133人 11%

はさまれ巻き込まれ災害 125人…

切れこすれ 66人 6%

交通事故 33人 3%

飛来落下

59人 5%

その他 194人 16%

※新型コロナウイルス除く

秋田県における労働災害発生状況（令和５年）

死傷者数
合計

1,177人
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秋田県における交通労働災害発生状況
（平成26年～令和５年）

発生した場合死亡
災害となりやすい



No
署
別
発生
月

業 種 名

年 齢

経 験
( ○年以上
○年未満 )

事故の型 起 因 物 発 生 状 況

１
能
代

4月 道路建設工事業
60歳代
(10～20年)

交通事故
（道路）

トラック
被災者の運転するダンプトラックが橋を走行中に車道
と歩道の間の防風柵に衝突した。

２
秋
田

8月 社会福祉施設
40歳代
（1～5年）

交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

被災者は事業場に戻るため社有車で県道を走行中、交
差点内で、右折するため待機していた対向車のドアミ
ラーに接触し、次いで対向車線の縁石に乗り上げてバス
停の時刻標識柱等に衝突した。被災者は事故の衝撃で折
れた肋骨が心臓に突き刺さり死亡した。

３
秋
田

8月
一般貨物自動車
運送業

60歳代
（30～40年）

交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

被災者は、幅員８メートルの市道左側車線に駐車した
トラックから降車し、反対車線側に市道を横断し荷物を
配達した後、信号機や横断歩道のない市道上を横断しト
ラック運転席付近まで戻ったところ、トラック後方から
その右側を通過しようと走行してきた車両にはねられ、
その下部に巻き込まれた。

令和５年 交通労働災害による死亡災害発生状況



商業 111人 22%

建設業 99人 19%

通信業

81人 16%

運輸交通業 61人 12%

保健衛生業 46人 9%

製造業 23人 4%

その他の業種

95人 18%

秋田県における業種別交通労働災害発生状況
（平成26年～令和５年）

死傷者数
合計

516人
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秋田県における時間帯別交通労働災害発生状況
（平成26年～令和５年）



３５日 × 1,177件 ＝ 41,195日

休業災害における平均休業見込日数︓３５日

自動車運転従事者の有効求人倍率︓１．２０倍

全業種の有効求人倍率︓１．００倍

※R6.4 ハローワーク本荘管内

安定した事業運営のためにも

労働災害の防止の取り組みを

※R5 秋田県内



☑ ガイドラインの目的
• 事業者はガイドラインを指針として、事業場での交通労働災害を
防止する。
・ 労働者は事業者の指示、交通ルールなど必要な事項を守り、
事業者に 協力して交通労働災害の防止に努める。

☑ 管理体制の確立
• 交通労働災害防止のための管理者（運行管理者、安全運転管理者など）を選
任し、責任、権限を定め、必要な教育を行う。

• 安全委員会など会議の場で、交通労働災害の防止について調査、審議を行う。
• 安全衛生方針を表明し、目標を定める。

☑ 適正な労働時間等管理・走行管理
• 走行の開始・終了や経路についての計画を作成する。
• 早朝時間帯の走行を可能な限り避け、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する。

☑ 点呼の実施
• 疲労、飲酒などで安全な運転ができないおそれがないか、乗務開始前に点呼によっ
て確認する。





事故やヒヤリハットの原因分析にも

※国土交通省「ヒヤリハット調査の方法と活用マニュアル」より



☑交通労働災害防止の意識高揚
• 交通事故発生状況、デジタコ、ドライブレコーダーの記録、運転業務中のヒヤッとした
こと、ハットした体験を報告する「ヒヤリハット」の収集を行い、事故防止対策を検討する。

• 危険マップ作成して、過去の事故発生場所や、歩行者の多い区間などを
地図上に表して、共通認識を持つ。

• ポスターや標語を掲示して、安全について
常に意識させる。

☑教育の実施
雇入れ時などや日常の安全衛生教育を実施する。

• 交通法規、改善基準告示などの遵守
• 十分な睡眠時間の必要性の理解
• 飲酒による運転への影響の理解
• 交通安全情報マップによる実態把握
• 交通危険予知訓練（交通ＫＹＴ）による安全確保
※独立行政法人自動車事故対策機構の危険予知シートなど

児童多い

一時停止確実に！

脇見注意

事故発生十字路





※国土交通省「ヒヤリハット調査の方法と活用マニュアル」より





独立行政法人自動車事故対策機構HPより



令和5年 転倒災害発生状況 (秋田県内)

73

90

10
22

14 15
26 26 24 25 28

49

0

20

40

60

80

100

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

月別転倒災害発生状況

2
11 14

29
39 39

18
11 3 7

22

72

110

31

3
0

20
40
60
80

100
120

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

男女別・年代別転倒災害発生状況

男 女

屋外, 237人, 
59%

屋内, 165人, 
41%

屋内・屋外別転倒災害発生状況

男, 153人, 
38%

女, 249人, 
62%

男女別転倒災害発生状況

男 女

合計
402人

合計
402人

冬季に
多発

高年齢女性に
多発



• 転倒災害は、災害の中で最も多い事故の型とな
ります。災害全体の4分の1を占めており、ケガを
すると、重篤な状態になりやすく、全体の平均休
業日数より多く、平均1か月強の休業を強いられま
す。また、高年齢労働者の被災率も高くなりま
す。始業前の体操等で筋力アップを図りましょ
う。

「見える化」の実施

• 注意表示の掲示、注意喚起のテープを
貼る、段差を解消してスロープを設置、
手すりの設置、凍結箇所へのカラーコー
ンの設置など対応可能な場所から「見え
る化」を取り組みましょう。

転倒防止のポイント

4Ｓの実施
• 整理整頓を実施して、通路や
作業エリアに道具や不要物を
置かないようにしましょう。

転倒しにくい作業方法
• 足元の見えにくい状態で作業
しない。

• 時間に余裕を持って行動す
る。

運動プログラムの導入等
• 労働者の身体機能の低下を抑
制し、転倒災害を予防しま
しょう。



※岩手労働局花巻労働基準監督署「『見える』あんぜん事例集」より



※岩手労働局花巻労働基準監督署「『見える』あんぜん事例集」より



👉 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすく
⇒ 転倒等リスクチェック及び運動プログラムの導入

👉 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大
⇒ 市町村が実施する「骨粗鬆症検診」の受診勧奨

なぜ転倒災害の防止に運動プログラムの
導入などのソフト面の対策︖

■ 転倒等リスクチェック
■運動プログラムの導入等 労働者の身体機能低下を抑制し、転倒災害を予防する。

厚生労働省 毎日3分でできる
転びにくい体をつくる職場エクササイズ

転倒・腰痛予防︕「いきいき健康体操」

じっくりスロー
スクワット

骨太かかと
落とし







中小企業事業者の皆さまへ 令和６年度（２０２４年度）版

高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導
等、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。

補助金申請受付期間 令和６年５月７日～令和６年１０月３１日

「令和６年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

① 高年齢労働者の
労働災害防止対策コース

② 転倒防止や腰痛予防のための
スポーツ・運動指導コース ③ コラボヘルスコース

対
象
事
業
者

• 労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、１年以上事業を実施していること
• 役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること
• 高年齢労働者（６０歳以上）を
常時１名以上雇用している

• 対象の高年齢労働者が補助対象
に係る業務に就いている

• 労働者を常時１名以上雇用している（年齢制限なし）

補
助
対
象

•１年以上事業を実施している事業
場において、高年齢労働者の身体
機能の低下を補う設備・装置の導
入その他の労働災害防止対策に要
する経費（機器の購入・工事の施
工等）

• 労働者の転倒防止や腰痛予防の
ため、専門家等による運動プロ
グラムに基づいた身体機能の
チェック及び専門家等による運
動指導等に要する経費

• 事業所カルテや健康スコアリン
グレポートを活用したコラボヘ
ルス等、労働者の健康保持増進
のための取組に要する経費

上
限
額

補
助
率

補助率︓１／２ 補助率︓３／４

上限額︓１００万円
（消費税を除く）

上限額︓３０万円
（消費税を除く）



業 種 常時使用する
労働者数 ※１

資本金又は
出資の総額 ※１

小売業 小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 ５０人以下 ５,０００万円以下

サービス業
医療・福祉（※２）、宿泊業、娯楽業、教育・学習支
援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専
門・技術サービス業など

１００人以下 ５,０００万円以下

卸売業 卸売業 １００人以下 １億円以下

その他の
業種

製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、
保険業など ３００人以下 ３億円以下

※１ 常時使用する労働者数、または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※２ 医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

対象となる中小企業事業者の範囲

※注意事項※
・複数コース併せての上限額は１００万円です。
・複数コースでの申請の場合は、希望コースをまとめて申請してください。
・この補助金は「事業場規模」「高年齢労働者の雇用状況」「対策・取組の内容」等を審査の
上、交付を決定します。

・全ての申請者に補助金が交付されるものではありません。

「令和６年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会













Aさんは安全に対する意識理解は
高いけどBさんは・・・

現場に負担が・・・

安全衛生活動の仕組み化

一人ひとりに理解を求めることだけでなく、
通常業務に安全衛生活動を溶け込ませる




